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直営保養所利用申込書 （セメント商工健保共同利用） 

利  用 

代表者 

住  所 
〒 

連絡先 

電話 －    － 

携帯 －    － 
ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏  名    ＦＡＸ －    － 

事業所 

所在地 
〒 

請求書送付希望先 １.事業所  ２.自 宅 

名  称  保養所パンフレット １.必 要  ２.不必要 

健康保

険組合 
名 称  

 

保養所名 

（１ヵ所○して下さい） 
あじさい荘（箱根）           観 海 荘（熱海）  

利用期間（希望日） 年   月   日 ～    年   月   日       泊   日 

利用人数 
１泊目  ２泊目  ３泊目  ４泊目 ５泊目 

名 名 名 名 名 

 

保  険  証 利  用  者  名 
 

※保険証の記号番号は必ずご記入下さい 

利用者 

の区分 

1.被保険者 

2.被扶養者 

3.そ の 他 

性別 年齢 
続柄 

（間柄） 記  号 番  号 

  
利用代表者 

１ ・ ２ ・ ３  男・女   

   １ ・ ２ ・ ３  男・女   

   １ ・ ２ ・ ３  男・女   

   １ ・ ２ ・ ３  男・女   

   １ ・ ２ ・ ３  男・女   

   １ ・ ２ ・ ３  男・女   

   １ ・ ２ ・ ３  男・女   

   １ ・ ２ ・ ３  男・女   

被保険者      名 被扶養者      名 その他       名 合計        名 

 
＊利用者氏名欄は３歳以上の方を記載してください。    

＊子供料理に変更される方は、利用日３日前までに 

直接保養所へ連絡してください。 
＊12月 31 日～1月 3日は利用できません。 

＊宿泊限度は５泊です。（ただし 4月 29 日～5月 5日、8月は 2

泊以内） 

＊記入欄は記入もれのないようお願いします。 

 

 

＊太線内は記入しないで下さい 

東京都電気工事健康保険組合 

利 用 料 納付年月日 部 屋 

円  年  月  日  

通 知 書 1.FAX   2.郵 送  

発 送 日   年   月   日 

Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信
方
向 



東京都電気工事健康保険組合 
直営保養所「あじさい荘」・「観海荘」 

利用申込方法  

 

 被保険者（任意継続被保険者含む）及び被扶養者 

電話申込先 

予約は利用月の前月の１０日（土曜日・日曜日・祝日のときは休日でない翌日）～利用日
の１４日前までに、利用者が東京都電気工事健康保険組合へ直接電話にてお申込み
ください。＜受付時間：午前９時～午後５時＞ 
★部屋数及び部屋の指定はできませんので、予めご了承ください。 

〒１１１-００５２ 

台東区柳橋１―２７－１ 
東京都電気工事健康保険組合 保健課 ＜電話 ０３－３８６１－１８５２＞ 

申込書提出先 

予約がとれましたら利用申込書に必要事項を記入のうえ、利用日の１４日前まで
に、セメント商工健康保険組合へＦＡＸまたは郵送で提出してください。 
★申込書は記入もれのないようにお願いします。 

〒１５０-８４０７ 

渋谷区東２－１０－８        
セメント商工健康保険組合 ＜ＦＡＸ ０３－３４００－３９８０＞ 

利用料金 
支払方法 

利用申込書提出後、東京都電気工事健康保険組合から「利用料請求書」、「納付書・
領収証書」及び「利用通知書」が利用代表者あてに郵送されますので、必ず納付
期限までに利用料金を銀行にお振込みください。 
★振込手数料は利用者負担となります。 

振込みされた方は、利用日当日ご利用保養所のフロントへ「利用通知書」を提出してください。 

利用期間 
及び 

宿泊日数 

定休日（不定休〈電話で確認〉）、年末年始（１２/３１～１/３）を除く期間。 

１回の利用は５泊６日を限度とします。（但し、４/２９～５/５、８月は２泊以内） 

利用対象者 
及び 

利用料金 

セメント商工健康保険組合の被保険者・被扶養者及び同行するその他の方。 

１名様 １泊２食付 

被保険者・被扶養者 ： ４,７２５円（消費税込・入湯税別） 

その他の方 ： ６,８２５円（消費税込・入湯税別） 

３歳未満は無料です。ただし、寝具・食事は付きません。 
利用者氏名欄に記入された方で都合により食事を必要としない場合は、欄外にそ
の旨記載願います。 

人数の変更 
及び 

利用取消 

変更等が生じた場合はその都度、東京都電気工事健康保険組合＜電話０３―３８
６１―１８５２＞及びセメント商工健康保険健保組合＜電話 ０３－３４０９－７
９１８＞まで電話連絡をしてください。 
利用を取り消す場合は、利用日の８日前までに申出てください。 
 
★その後の取消しについては、キャンセル料が生じます。 

利用日の７日前～６日前 組合員・その他ともに３,４６５円（消費税込） 

利用日の５日前～２日前 組合員３,５７０円、その他４,６２０円（消費税込） 

前日・当日 利用料金の全額 
 

利用取消しによ
る利用料の返還 

料金納入後の利用取消しによる利用料の返還は、後日「直営保養所利用料返還請
求書」が郵送されますので、東京都電気工事健康保険組合に提出してください。 




